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　整骨院や接骨院で施術を受ける場合、すべての傷病に対して組合員証や被扶養者証（以下、
「組合員証等」）が使用できるわけではありません。対象の傷病をご理解のうえ、負傷の原因
を正しくお伝えし、適正受診にご協力ください。

　※交通事故等による第三者行為によって負傷された場合は、保健課までご連絡ください。

保 健 課 か ら の お 知 ら せ

柔道整復師の施術を受けられる方へ

組合員証等が使用できる場合
　　・骨折　　　　※緊急の場合を除き、医師の
　　・脱臼　　　　　同意が必要です。
　　・打撲
　　・捻挫（肉ばなれを含む）

組合員証等が使用できない場合
　　・単なる肩こり
　　・筋肉疲労、肉体疲労
　　・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
　　・勤務中や通勤途中での負傷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
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　ドックや特定健康診査は、ご自身の健康状態を把握するための重要な健診です。
　ドック受診助成券や特定健康診査受診券の交付を受け、未受診の場合は速やかに医療機関
へ予約のうえ受診願います。
　受診結果によっては、特定保健指導（医師・保健師・管理栄養士などの専門家から個人の
健康レベルに合わせた指導を実施）を受けていただくことがありますが、６か月程度の期間
を要しますので、ドック、特定健康診査は早めの受診を心がけましょう。

ドック、特定健康診査を受診し、健康状態を確認しましょう

医師の
同意書




